
　　　白河市認定こども園条例　　　 

 

　（設置） 

第１条　小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに子育て

を支援するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携

型認定こども園（以下「認定こども園」という。）を設置する。 

　（名称、位置及び入園定員） 

第２条　認定こども園の名称、位置及び入園定員は次のとおりとする。 

　（休園日） 

第３条　認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるとき

は、これを変更することができる。 

(1)　日曜日 

(2)　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3)　１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

　（開園時間） 

第４条　認定こども園の開園時間は、午前７時３０分から午後７時までとする。ただし、

市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

　（実施事業） 

第５条　認定こども園は、次に掲げる事業を行う。 

(1)　法第９条及び第１０条に規定する教育及び保育 

(2)　法第２条第１２項に規定する子育て支援事業 

(3)　白河市立幼稚園等預かり保育条例（平成１７年条例第１６２号）に規定する預かり

保育 

(4)　その他市長が必要と認める事業 

　（損害賠償） 

第６条　故意又は過失により認定こども園の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失

した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければな

らない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。 

　（委任） 

第７条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年９月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 

 名称 位置 入園定員

 白河市表郷こども園 白河市表郷金山字長者久保２番地５ １７０人
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　（準備行為） 

２　白河市表郷こども園の供用に関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日

前においても行うことができる。 

　（経過措置） 

３　この条例の施行日前、現に白河市おもてごう保育園又は白河市立表郷幼稚園に在園し

ている者は、施行日において白河市表郷こども園に入園したものとみなす。ただし、入

園を希望しないものについてはこの限りでない。 

　（白河市保育園条例の一部改正） 

４　白河市保育園条例（平成１７年白河市条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

　　第２条の表中白河市おもてごう保育園の項を削る。 

　（白河市立幼稚園条例の一部改正） 

５　白河市立幼稚園条例（平成１７年白河市条例第１６１号）の一部を次のように改正す

る。 

　　別表中白河市立表郷幼稚園の項を削る。 

　（白河市立幼稚園預かり保育条例の一部改正） 

６　白河市立幼稚園預かり保育条例（平成１７年白河市条例第１６２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

　　題名を次のように改める。 

　　　　白河市立幼稚園等預かり保育条例 

　　第１条中「（以下「幼稚園」という。）」の次に「及び白河市認定こども園（以下「認定

こども園」という。）」を加え、「において、幼稚園」の次に「及び認定こども園」を加え

る。 

　　第３条第１項中「幼稚園」の次に「及び認定こども園」を加える。 

　　第３条第２項中「幼稚園」の次に「及び認定こども園」を加える。 

　　第６条本文中「事項は、」の次に「規則又は」を加える。 

　（白河市立幼稚園スクールバス使用料に関する条例の一部改正） 

７　白河市立幼稚園スクールバス使用料に関する条例（平成１７年白河市条例第１６４号）

の一部を次のように改正する。 

　　題名を次のように改める。 

　　　　白河市立幼稚園等スクールバス使用料に関する条例 

　　第１条中「幼稚園」の次に「及び白河市認定こども園」を加える。 

　　第２条の表中「白河市立表郷幼稚園」を「白河市表郷こども園」に改める。 

　（白河市白河文化交流館条例の一部改正） 

８　白河市白河文化交流館条例（平成２６年白河市条例第７２号）の一部を次のように改

正する。 

　　第１２条第１項第１号中「幼稚園」の次に「、認定こども園」を加える。 

 

　




